
機密性２情報

発生日時 事故当事者 元請け

年齢性別 22歳男性 職種

事故概要

事故種類

膝窩動脈損傷、左脛骨神経損傷、左腓腹筋損傷、左膝窩挫創、（全治未定）被災程度（全治）

事故区分

労働災害

機器取扱 普通作業員

平成27年9月5日11時26分

改善策

張りブロックの際を肩掛け式で除草作業中、除草作業者が法尻まで除草を終え、アクセルを戻した後、左回りに旋
回したところ被災者に接触。左足膝裏付近に刃が当たり切創した。
被災者は、除草監視員兼人力集草作業者であり、被災時は監視員として作業を行なっていたが、合図対象である
ＨＧが折り返していった為、作業終了と思いこみ、橋の下で休憩しようと持ち場を離れ、法面を斜めに下っていく途
中に接触した。

事故状況図

・監視員が刈払機の作業半径内に背後から不用意に合図無しで立ち入ったこと。
・監視員が朝礼時の作業指示に従わず、勝手に持ち場を離れた為。

・刈払機の作業半径内に作業中絶対に立ち入らないようにするため、紅白ポール、カラーコーン等で作業範囲の
区分を明確にする。
・打合せ等のため、刈払作業中の作業員に近づくときは、あらかじめ呼子等にて合図を行い、作業者がエンジンを
停止し、刃が完全に止まった事を確認してから近寄る。
・合図方法を一本化し、各作業の基本遵守事項と共に掲示板に明記する。
・監視員がやむを得ず持ち場を離れる場合には、一旦監視対象となる全作業を中断させる。
・刈払い作業中に方向転換を行う場合には、周囲の安全を十分に確認してから行う。

・一般作業員と機械が混在している現場での安全対策に活用。
・刈払機や除草機械の作業半径内に立ち入らないよう安全教育に活用。

類似工事（他工事）へ活用でき
る対策等

改善策等

事故原因等

刈払機作業中の作業半径内に立ち入らないようにするため、

紅白ポールを設置して各々の作業範囲を明確にするよう改善。

合図方法を一本化し、各作業の基本遵守事項と共に掲示板に

明記する。

また、日々の安全教育、周知確認を継続しておこなうよう改善。

Ｂ.【ＨＧ式集草機】

事故当時、後方に進んでいた。

●事故当時の合図確認の対象者はＡ，Ｂの２名のみであった。
●監視員は、Ｂに対して赤白旗にて合図をおこなっていた。

Ａ.【肩掛け式除草機】
①堤防天端から、法尻に向かって張ブロックの際を除
草していた。
②法尻まで刈り終え、監視員の接近に気付かず左回り
に旋回した。

Ｃ.【ＨＧ式除草機】

【監視員】

①ＨＧが後方に進み出した為、作業終了と思いこみ、橋の下で休

憩しようと法面を斜めに下った。
②旋回した草刈機の刃を避けきれず、左足ヒザ裏付近を切創した。

L = 60 m



発生日時 事故当事者 ２次下請け

年齢性別 職種

事故概要

事故種類

軽自動車のドアミラーの裏側にキズ被災程度（全治）

事故区分

一般事故

公衆災害 普通作業員

平成27年9月21日 10時50分

改善策

・施工場所（市道、幅員５．０ｍ）において、ロックボルトの足場を組み立てるにあたり、ガードマン２名を配置し、片
側通行誘導（Ｌ＝３０ｍ）を行っていた。
・組立中の箇所で部材（クランプ）が数個不足したため、作業員が資材置場に仮置きしていた資材袋からクランプ
を４個取り出して両手に持ち、終点側より徒歩で運搬していた。
・交通誘導員は、待機車輌がなかったため、作業員の前へ行き作業員を誘導した。
・その後、起点側より規制内を徐行で通過中の軽自動車と、作業員の待っていたクランプとが接触し、右側ドアミ
ラーの裏側に５ｃｍ程度の損傷（キズ）が入った。

事故状況図

①作業員は、軽自動車を認識していたが、大丈夫だと思い移動した。（停止しなかった）
②運転手は、電柱を避けるため、右側（作業員側）へ寄った。また、接触するまで作業員を認識していなかった。
③交通誘導員は、車輌若しくは歩行者（作業員）を止めることが、徹底されていなかった。

①交通誘導員への指示、教育
　・誘導ルールを決めて指導する。（一般歩行者優先）
　・一般車両が通行する時は、作業員の移動を停止させる。
②朝礼、ＫＹ活動終了後、第三者災害防止を主とした安全教育を実施する。
③作業箇所に注意喚起・指示看板を設置する。
④新規入場者教育時に、第三者災害防止の資料を用いて意識の向上を図る。

・主任監督員を通じて事故事例を情報提供し、再発防止の指導徹底を行った。
類似工事（他工事）へ活用でき
る対策等

改善策等

事故原因等

交通誘導員への指示、教育 朝礼、ＫＹ活動後の安全教育 注意喚起・指示、看板の設置


